
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆採用面接で重要なことは？ 

人材を採用する際、「採用面接」を実施しない企業は

ほとんどないでしょう。 

面接を担当する人（面接官）は、「こんな質問をして、

自社に必要な人材かどうかを見極めよう」「自社にふさ

わしい人材であるか、応募者の態度をじっくり観察しよ

う」と考えていることでしょうが、実はその面接官自身

も応募者からじっくりと観察されているのです。 

 

◆採用コンサル会社の調査結果 

人材採用コンサルティング会社の株式会社ジョブウ

ェブでは、今年４～５月に 2014 年度卒の学生を対象に

「2014 年度卒学生・就職活動振り返り調査」（349 名が

回答）を実施しました。 

この調査で「面接で志望度に影響すること」について

尋ねたところ、「かなり影響した」項目の上位５つは下

記の結果となりました。 

（１）「面接官の態度・話を聞く姿勢」（67.3%） 

（２）「面接で自分自身の素が出せたかどうか」（47.6%） 

（３）「面接官の話の促し方」（46.1%） 

（４）「学生からの質問に対する面接官の受け答え」

（45.6%） 

（５）「面接官の人選」（42.1％） 

 

◆重要なのは「面接官の育成」 

上記の結果からおわかりの通り、応募者の志望度に最

も影響するのは「面接官の態度・話を聞く姿勢」だとい

うことです。 

採用側が複数回の面接を実施し、時間をかけて応募者

の態度・姿勢をじっくり観察して採用を決定したとして

も、応募者から見た面接官の態度・姿勢（応募者に与え

「応募者」から見られている 

「採用面接官」 

 

るイメージ）が良くなければ、採用を辞退される

こともあり得るのです。 

面接官が与えるイメージは、応募者にとっては

「会社のイメージ」そのものとなります。自社に

必要な人材を採用するためには、まずは「面接官

としてふさわしい人材」を育成することが重要な

のではないでしょうか。 

 

 

  

 

平成 25 年 12 月号 

連絡先：〒xxx－xxxx  

 

電話 ： xxx-xxx-xxxx  ＦＡＸ ： xxx-xxx-xxxx 

ｅ－ｍａｉｌ： 

 

「改正労働契約法」施行後の 

有期労働契約者の本音は？ 

◆不十分な認識 

「改正労働契約法」が施行されて半年以上が経ち

ましたが、連合が行った「有期契約労働者に関す

る調査」の結果によると、「無期労働契約への転換」

について、「ルールができたことを知らなかった」

と答えた人は６割以上もいたそうです。 

「不合理な労働条件の禁止」については、約７割

が知らず、改正労働契約法への認識は不十分と言

えそうです。 

 

◆「無期転換」はモチベーションアップにつなが

る？ 

   〒326－0143 栃木県足利市葉鹿町1-28-32   

電話:0284-64-1522  FAX:0284-64-0245  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、有期労働契約者が「無期労働契約への転換」

についてどのように思っているかを尋ねたところ

（複数回答）、「無期契約に転換できる可能性がある

のでモチベーションアップにつながる」と答えた人

は約半数を超えたものの、「契約期間が無期になる

だけで待遇が正社員と同等になるわけではないか

ら意味がない」と答えた人も約７割に上り、待遇改

善につながらないと感じている人が多いことがわ

かりました。 

 

◆正社員も有期契約者も業務内容は同じ？ 

次に、業務内容や仕事への姿勢などについて正社

員と比較してもらったところ、業務内容について

は、「正社員と同じ」と答えた人が半数近くに上り、

正社員との業務内容にあまり差がないことがわか

りました。 

また、仕事上の責任や残業時間は、おおむね正社

員よりも負担が少ないとの結果でしたが、仕事に対

する姿勢ついては、「正社員よりも真面目」と答え

た人が約半数に上り、仕事を遂行する能力も「正社

員よりも高い」と答えた人が約２割となりました。 

  

◆有期労働者の４割は正社員希望 

「有期契約で働くことになった状況」について尋

ねたところ、自らが希望して有期契約になった人は

約半数だったものの、有期労働契約者の３人に１人

は正社員になれなかったために有期契約で働いて

いることがわかりました。 

また、今後の働き方の希望を聞いたところ、「正

社員になりたい」と答えた人は約４割で、特に、正

社員になれなかったために有期契約で働いている

人では、正社員への転換希望を持っている割合は７

割以上になりました。 

 

◆職場に対する不満 

最後に、職場についての不満については、「給料

が上がらない」、「働きぶりが評価されない」など、

待遇に不満をもっている人が多かったようです。中

には、「正社員がちゃんと働かない」、「パワハラや

セクハラがある」などの回答もみられました。 

 
～当事務所よりひと言～ 

一気に寒くなった今日この頃ですが、皆さまい

かがお過ごしですか。予報では今年もまた寒い冬

になりそうです。 

そして、今年もまた年末調整の時期が近づいて

きました。平成 25 年分の年末調整から適用される

改正点としては、大きく 3 点ありますので、注意

が必要です。 

2013 年も残すところ、あと僅かとなりましたね。

何かと慌ただしく過ぎる時期ですので、風邪など

体調管理にはお気を付け下さい。 

 

12月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安

定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開始している場合＞［労働

基準監督署］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職

業安定所］ 

本年最後の給料の支払いを受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収

繰延承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者

の配偶者特別控除申告書の提出［給与の支払者

（所轄税務署）］ 


